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月　

日
（
木
）、
多
賀
小
学
校

１０

１４

で
「
人
権
の
花
贈
呈
式
・
植
付
け

式
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
取

り
組
み
は
本
町
の
人
権
擁
護
委
員

さ
ん
が
、
宇
治
法
務
局
管
内
の

「
平
成　

年
人
権
の
花
運
動
」の
取

１６

り
組
み
で
行
っ
た
も
の
で
、
す
い

せ
ん
の
球
根
と
プ
ラ
ン
タ
ー
や
土

が
児
童
に
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
小
川
憬
さ
ん

（
石
垣
区
）
は
「
皆
さ
ん
の
周
り

で
『
仲
間
は
ず
れ
』
や
『
い
じ
め
』

が
あ
っ
た
ら
嬉
し
い
と
か
幸
せ
と

は
思
い
ま
せ
ん
。
み
な
さ
ん
は
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
絶
対
に
し
な
い

よ
う
に
、
人
の
こ
と
を
尊
重
す
る

人
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。」と
あ
い

さ
つ
。

　

こ
の
あ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年

代
表
の
児
童
と
擁
護
委
員
さ
ん
ら

は
、
球
根
を
プ
ラ
ン
タ
ー
に
植
え

る
作
業
を
一
緒
に
行
い
ま
し
た
。

団
、
茶
碗
・
湯
呑
み
セ
ッ
ト
）
が

贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

昼
食
の
お
弁
当
を
食
べ
た
あ
と

に
は
『
素
人
演
芸
会
』
が
行
わ
れ
、

町
高
齢
者
サ
ー
ク
ル
に
加
入
さ
れ

て
い
る
カ
ラ
オ
ケ
や
舞
踊
教
室
の

メ
ン
バ
ー
か
ら
歌
謡
曲
や
日
本
舞

踊
な
ど
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
ほ
か
に
も
、
い
づ
み
保
育
園
の

園
児
た
ち
が
歌
と
踊
り
を
披
露
、

最
後
に
「
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で

い
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
心
温

ま
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
贈
り
ま
し
た
。

　

会
場
で
は
大
き
な
拍
手
や
歓
声

が
響
き
渡
り
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
・

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
は
、
と
て
も

楽
し
い
一
日
を
過
ご
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

振
興
局
長
、
二
木
町
議
会
副
議
長

か
ら
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
、
井
手
町
在
住
の　

歳
７０

以
上
の
お
年
寄
り
、
１
４
９
０
人

（
男
性
６
１
０
人
、
女
性
８
８
０

人
）
を
対
象
に
行
わ
れ
、
式
典
に

は
こ
の
う
ち
６
２
２
人
の
方
々
が

出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
今
年　

歳
に
な
ら

９５

れ
た
９
人
を
代
表
し
て
、
山
本
秀

太
郎
さ
ん
（
北
区
）
が
汐
見
町
長

か
ら
表
彰
状
と
お
祝
い
の
毛
布
を

受
け
取
ら
れ
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
」
と
元
気
に
お
礼
の
言

葉
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

満　

歳
（　

人
）
の
米
寿
の
方
々

８８

２０

に
京
都
府
か
ら
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ

ー
が
、　

歳
（　

人
）、　

歳
（　

８５

２６

７７

８５

人
）
の
喜
寿
の
方
々
に
、
町
社
協

か
ら
長
寿
を
祝
う
記
念
品
（
座
布

ご
し
て
も
ら
お
う
と
、
井
手
町
と

町
社
会
福
祉
協
議
会
（
西
島
隆
三

会
長
）
の
主
催
で
毎
年
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

式
典
で
西
島
会
長
は
「
皆
さ
ん

の
元
気
な
姿
、
ご
長
寿
を
お
祝
い

申
し
上
げ
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議

会
で
は
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
活
動
、
皆
さ
ん
の
心
身
と
も
に

生
き
が
い
あ
る
生
活
が
送
れ
ま
す

よ
う
に
努
力
い
た
し
ま
す
」
と
式

辞
を
述
べ
ら
れ
、
汐
見
町
長
は

「
皆
さ
ん
は
数
多
く
の
苦
難
を
乗

り
越
え
ら
れ
、
皆
さ
ん
の
苦
労
の

上
に
今
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
豊
富
な
知
識
と
経
験
で
若
い
世

代
に
ご
指
導
願
い
ま
す
。
い
つ
ま

で
も
健
や
か
に
元
気
で
過
ご
し
て

く
だ
さ
い
」
と
述
べ
ら
れ
、
続
い

て
府
知
事
代
理
の
奥
原
山
城
広
域

　

井
手
町
敬
老
祝
賀
式
が
、　

月
１０

７
日
（
木
）、
府
立
山
城
勤
労
者
福

祉
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

敬
老
祝
賀
式
は
、
お
年
寄
り
の

長
寿
を
祝
い
、
１
日
を
楽
し
く
過
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井
手
町
戦
没
者
追
悼
式
が
、　
１０

月　

日（
金
）、
自
然
休
養
村
管
理

２２
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
で
厳
粛
に
行
わ

れ
、
戦
没
者
２
６
１
柱
の
ご
冥
福

を
祈
る
と
と
も
に
、
戦
争
の
な
い

恒
久
平
和
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。

　

式
典
に
は
、
遺
族
や
町
内
外
か

ら
来
ひ
ん
の
方
々
約
１
３
０
人
が

参
列
さ
れ
る
な
か
、
全
員
に
よ
る

黙
と
う
が
さ
さ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

汐
見
町
長
は
「
先
の
戦
争
に
よ

り
最
愛
の
肉
親
を
犠
牲
に
捧
げ
ら

れ
た
ご
遺
族
の
皆
さ
ん
の
ご
心
情

を
察
す
る
と
、
お
慰
め
の
言
葉
も

ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
戦
後
の
食
糧

不
足
や
不
安
定
な
世
相
の
中
で
苦

難
に
耐
え
子
弟
を
育
て
ら
れ
た
こ

と
に
対
し
敬
意
を
表
し
ま
す
。
戦

争
の
な
い
恒
久
平
和
の
願
い
を
も

ち
世
界
平
和
に
努
力
す
る
こ
と
が

戦
没
者
に
報
い
る
道
で
あ
る
と
思

い
ま
す
」
と
式
辞
を
述
べ
ら
れ
、

続
い
て
府
知
事
代
理
の
奥
原
山
城

広
域
振
興
局
長
、
木
田
町
議
会
議

長
、
奥
田
康
亨
多
賀
地
区
遺
族
会

長
ら
か
ら
追
悼
の
言
葉
が
述
べ
ら

れ
、
最
後
に
参
列
者
一
人
ひ
と
り

が
菊
の
花
を
献
花
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
遺
族
を
代
表
し
て
井

手
地
区
遺
族
会
長
の
宮
本
敏
雪
さ

ん
か
ら
、
汐
見
町
長
に
式
典
開
催

の
お
礼
の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。

　

引
き
続
い
て
記
念
講
演
が
あ
り
、

笠
置
町
、
長
山
寺
住
職
の
丸
岡
晃

了
さ
ん
を
講
師
に
招
き
、『
今
、
共

に
生
か
さ
れ
る
喜
び
を
』
と
題
し

て
、
約
１
時
間
の
講
演
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

丸
岡
さ
ん
は
「『
追
悼
』
と
は
、

『
い
た
む
』
こ
と
、
こ
れ
は
人
の
死

を
悲
し
み
惜
し
む
と
い
う
こ
と
。

死
者
の
生
前
の
こ
と
に
つ
い
て
思

い
出
し
、
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
思

い
悲
し
む
こ
と
で
す
。
戦
争
で
尊

い
命
を
無
く
さ
れ
た
方
々
を
追
悼

し
非
戦
を
誓
い
平
和
を
願
う
こ
と

で
す
。
追
悼
式
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
は
、
平
和
な
社
会
の
証
し
で

す
。」
と
語
り
か
け
ら
れ
、
参
列
者

は
時
折
う
な
ず
い
た
り
し
な
が
ら
、

熱
心
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。
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井
手
町
体
育
協
会
（
奥
田
武
彦

会
長
）
主
催
に
よ
る
第　

回
町
民

３３

体
育
大
会
が
、　

月
３
日（
日
）、

１０

泉
ヶ
丘
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
会

場
に
し
て
、
町
内
か
ら
約
３
０
０

０
人
が
参
加
し
盛
大
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　

開
会
式
で
は
、
奥
田
会
長
が

「
例
年
多
く
の
方
々
に
ご
参
加
い

た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
町

民
運
動
会
は
地
域
ス
ポ
ー
ツ
の
活

性
化
の
た
め
町
の
一
大
イ
ベ
ン
ト

と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
今

年
は
ア
テ
ネ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
開

催
さ
れ
、
そ
の
熱
気
に
負
け
ず
頑

張
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
主
催
者
を

代
表
し
て
あ
い
さ
つ
。

　

続
い
て
、
汐
見
町
長
か
ら
「
第

　

回
町
民
体
育
大
会
の
開
催
お
め

３３で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ

の
振
興
は
健
康
維
持
・
向
上
は
も

と
よ
り
、
住
民
相
互
の
親
睦
・
交

流
を
深
め
る
意
味
で
も
欠
か
す
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
今
日

一
日
ケ
ガ
に
は
十
分
注
意
し
な
が

ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
種
目
に

出
場
し
、
体
育
大
会
を
楽
し
ん
で

く
だ
さ
い
」
と
祝
辞
が
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　

当
日
は
、
汐
見
町
長
や
木
田
町

議
会
議
長
を
は
じ
め
、
牧
野
教
育

長
、
町
議
会
議
員
、
区
長
会
、
各

種
団
体
役
員
の
多
く
の
方
々
も
激

励
に
か
け
つ
け
、
競
技
参
加
者
の

力
い
っ
ぱ
い
の
走
り
や
区
対
抗
の

種
目
に
大
き
な
声
援
と
拍
手
を
送

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

大
会
は
、
恒
例
と
な
っ
て
い
る

区
対
抗
の
リ
レ
ー
や
玉
入
れ
な
ど

の
種
目
に
加
え
、
コ
ー
ス
途
中
に

用
意
さ
れ
た
食
べ
物
を
食
べ
切
っ

て
ゴ
ー
ル
す
る
『
食
べ
物
が
い
っ

ぱ
い
』や
、「
京
都
ギ
ネ
ス
に
挑
戦
」

で
お
な
じ
み
の
、
騎
馬
を
組
み
フ

リ
ス
ビ
ー
で
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
倒

す
『
人
間
流
鏑
馬
（
に
ん
げ
ん
や

ぶ
さ
め
）』
な
ど
、
多
彩
な
種
目
で

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
区
対
抗
な
ど
の
主
な
競

技
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

☆
総
合
優
勝

　
　
　
　
　

上
井
手
・
田
村
新
田
区

〃
準
優
勝　

玉
水
区

〃
３　

位　

東
部
区

☆
区
対
抗
リ
レ
ー

優　

勝　

上
井
手
・
田
村
新
田
区

準
優
勝　

石
垣
区

３　

位　

玉
水
区

☆
子
ど
も
会
区
対
抗
リ
レ
ー

優　

勝　

南
区

準
優
勝　

北
区

３　

位　

北
部
区

☆
区
対
抗
つ
な
引
き

優　

勝　

上
井
手
・
田
村
新
田
区

準
優
勝　

玉
水
区

３　

位　

北
区

☆
区
対
抗
玉
入
れ

優　

勝　

上
井
手
・
田
村
新
田
区

準
優
勝　

東
部
区

３　

位　

西
部
区

☆
区
対
抗
大
な
わ
と
び

優　

勝　

東
部
区

準
優
勝　

玉
水
区

３　

位　

北
区

※
体
育
大
会
の
写
真
は
５
面
に
掲

載
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「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
職
員
給
与
等
の
公
表
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
、
井
手
町
で
は
平
成　

年
度
か
ら
町
職
員
の
給
与
の
実
態
に
つ
い
て
公
表
し
て
い
ま
す
。

１０

　

な
お
、
こ
こ
で
お
知
ら
せ
す
る
給
与
等
は
、
税
金
や
各
種
保
険
料
を
差
し
引
く
前
の
金
額
で
、
い
わ
ゆ
る
「
手
取
り
額
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
（　

―
２
０
０
１
）
ま
で
。

８２

■人件費の状況（平成１５年度地方財政状況調査による）　 （平成１５年度）

（参考）１４年度の
人件費率

人件費率
（Ｂ／Ａ）

人件費
Ｂ実質収支歳出総額

Ａ
住民基本台帳人口

（年度末）

２７.２％２８.７％１,０８６,８８２千円１４６,３８０千円３,７９０,０６０千円８,７５６人

（注）人件費には、町議会議員報酬・手当、町職員に支給される給料・手当、各種行政委員に支給され
る報酬・手当などが含まれています。

■職員給与費の状況（平成１６年度一般会計予算） 　（平成１６年度）

１人当たりの
給与費（Ｂ／Ａ）

給　　与　　費
職員数Ａ

計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給料

６,４５８千円７４２,６４７千円１９８,５１８千円６９,４９５千円４７４,６３４千円１１５人

（注）職員手当とは、扶養・調整・通勤・住居・管理職・時間外勤務・特殊勤務などの諸手当です。職
員数・給与費には、町長・助役・収入役・教育長および特別会計（水道・下水道）１２人の職員を
含んでいません。

■職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況
 （平成１６年４月現在・平成１６年度地方公務員給与実態調査による）

技能労務職一般行政職
区分

平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額

５０.０歳４０４,７００円３６９,５３８円４４.７歳４００,２４０円３４８,８８９円井手町

４８.９歳公表されていません２８６,３４０円４０.５歳公表されていません３２７,６２３円国

（注）給料とは、いわゆる本給のみで諸手当を含まない額で、給与とは、給料と諸手当を含んだ額です。
一般行政職（事務などの職員で、保育士、税務、水道などの職員は含みません）は７５名、技能労
務職は（調理・清掃などの職員）８人です。（国は平成１５年度）

■職員の初任給の状況 　（平成１６年４月現在）
国井手町

区　分
２年経過後初任給２年経過後初任給

１８４,４００円１７０,７００円１９１,４００円１７７,４００円大学卒
一般行政職

１４８,５００円１３８,８００円１６０,２００円１４８,５００円高校卒

（注）初任給は、卒業後直ちに採用された場合の給料額です。

■一般行政職の経験年齢別・学歴別平均給料月額の状況
 （平成１６年４月現在・地方公務員給与実態調査による）

２０年から２５年未満１５年から２０年未満１０年から１５年未満

高校卒大学卒高校卒大学卒高校卒大学卒学　歴

該当者なし
２２年１１ヶ月１８年７ヶ月１７年８ヶ月１２年４ヶ月１１年３ヶ月平均経験年数

３７９,６００円３１０,３００円３３９,２００円２５２,０００円２７９,５００円平均給料月額

■一般行政職の級別職員数の状況 （平成１６年４月現在・地方公務員給与実態調査による）

計

７級６級５級４級３級２級１級区　分

部長課長課長補佐係長・主査主事等主事等主事等標準的な
職務内容

７５８１１７２２２３４０職員数（人）

１００．０１０．７１４．７９．３２９．３３０．７５．３０．０構成比（％）

■ラスパイレス指数の状況
平成１５年度年　度

９８．２指数

（注）この指数は地方公共団体の一般行政職員の職員構成が国
と同じであると仮定し、地方公共団体の一般行政職と国
の行政職とを学歴・経験年数別に区分、職員数で加重平
均して国を１００として算出した地方公務員の平均給与額
の指数です。

■特別職の報酬等の状況 （平成１６年４月現在）

給料月額等区　分

７３０,０００円

６００,０００円

５７０,０００円

３１０,０００円

２３５,０００円

２０５,０００円

町　長

助　役

収入役

議　長

副議長

議　員

給　
　
　
　

料

平成１５年度支給割合区　分

６月　２．２５月分

１２月　２．１５月分

　　計４．４０月分

町　長

助　役

収入役

期
末
勤
勉
手 
当

平成１５年度支給割合区　分

６月　１．７０月分

１２月　１．６０月分

　　計３．３０月分

議　長

副議長

議　員

期
末
手
当
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■職員手当の状況 
①期末・勤勉手当（ボーナス）・退職手当の状況

国井手町
平成１５年度支給割合平成１５年度支給割合

期末手当
勤勉手当

（平成１５年度）

勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当区分

本町と同じ
０．７０月分１．５５月分６月
０．７０月分１．４５月分１２月
１．４０月分３．００月分計

支給率支給率

退職手当

（平成１６年
４月現在）

本町と同じ

勧奨・定年自己都合区分
２８．８７５月分 ２１．０月分勤続２０年
４３．３３５月分３３．７５月分勤続２５年
６０．９９ 月分 ４７．５月分勤続３５年
６０．９９ 月分 ６０．０月分最高限度額

定年前早期退職特別処置
（２～２０％加算）その他の加算処置

１号俸勤続２０年以上２５年未満１号給
勤続２５年以上　　　　２号給退職時特別昇給

公表されていません

自己都合　 　　３，０２２，５３０円
勧奨・定年 　　２５，０６６，８４３円

１人当たり平均支給額
（平成１４年度退職者）

退職者なし１人当たり平均支給額
（平成１５年度退職者）

（注）本町の勧奨退職は、勤続２０年以上で、年齢５０歳以上５８歳までの職員を対象とする退職制度
です。

　　　退職手当は、退職時の給料をもとに退職理由と勤続年数によって支給額を算出します。
　　　１人当たりの平均支給額は、各年度に退職した職員の平均額です。

②調整手当の支給状況 （平成１５年度）
国井手町区　分

勤務する
地域によ
って支給
率が異な
りますが
最高支給
率は１２％

５％支 給 率

１１２人支 給 対 象 職 員 数

２１５，２０２円支給対象職員１人当たり
の 平 均 支 給 年 額

③特殊勤務手当の支給状況 （平成１５年度）
全職種区　分

３.４５％全 職 員 に 占 め る
手当支給職員の割合

３６,０００円支 給 対 象 職 員
１人当たり平均支給年額

３種類手 当 の 種 類
清掃作業に従事する
職員の特殊勤務手当代表的な手当の名称

④時間外勤務手当の支給状況 （平成１５年度）
１４，０７９千円支給総額

平成１４年度
１２６千円職員１人当たり支給年額

■部門別職員の状況
 （各年４月１日現在・定員管理実態調査による）

対前年
増減数

職員数（人）部　門 平成１６年平成１５年
０　２　２議　会

一般行政

１ ２３ ２２総　務
０　８　８税　務

▲１　 ３９ ４０民　生
０ １０ １０衛　生
０　４　４農　林
０　１　１商　工
０　７　７土　木
０ １３ １３教　育特別行政
０１０７１０７小　計
０　６　６水　道公営企業等

会　計
０　６　６下水道
０　６　６国保等
０ １８ １８小　計
０１２５１２５合　計

（注）職員数には、一般職に属する職員数であり特別職
（町長・助役・収入役）および、嘱託・臨時・非常
勤職員は含まれていません。

⑤扶養・住居・通勤手当の状況（平成１６年４月現在）
国井手町

本町と同じ

◎扶養親族である配偶者 　１３,５００円
◎扶養親族でない配偶者を有する場合の１人目
の子等 　６,５００円

◎配偶者以外の扶養親族
・２人目までは、１人につき６,０００円
・配偶者がいない場合は、そのうち１人につい
ては 　１１,０００円

・３人目以降、１人につき 　５,０００円
◎１６歳から２２歳までの子 ５,０００円加算

扶
養
手
当

◎持ち家（ただ
し新築または
購入した住宅
は、その日か
ら起算して５
年間の職員）

　本町と同じ
◎家賃支払の職
員

　本町と同じ

◎職員が世帯主でその所有に係る住宅で新築ま
たは購入した住宅は、その日から起算して５
年間 ２,５００円

◎家賃支払いの職員
　月額２３,０００円以下の家賃
 家賃額－１２,０００円＝支給額
　月額２３,０００円を超える家賃
　（家賃額－２３,０００円）×１/２＝①１６,０００円＝②
　（①、②のうち額が少ない方）＋１１,０００円＝支
給額（最高２７,０００円）

住
居
手
当

 
国井手町

本町と同じ

◎交通機関を利用する職員
　運賃相当額が５５,０００円までの者 　全額支給
◎片道２㎞未満 支給なし
◎自動車等の利用者
　通勤距離片道２㎞以上５㎞未満 　２,０００円
　５㎞以上１０㎞未満 　４,１００円
　１０㎞以上１５㎞未満 　６,５００円
　１５㎞以上２０㎞未満 　８,９００円
　２０㎞以上２５㎞未満 　１１,３００円
　２５㎞以上３０㎞未満 　１３,７００円
　３０㎞以上３５㎞未満 　１６,１００円
　３５㎞以上４０㎞未満 　１８,５００円
　４０㎞以上４５㎞未満 　２０,９００円
　４５㎞以上５０㎞未満 　２１,８００円
　５０㎞以上５５㎞未満 　２２,７００円
　５５㎞以上６０㎞未満 　２３,６００円
　６０㎞以上 　２４,５００円

通
勤
手
当

■定員適正化計画の年次別進捗状況
 （各年４月１日現在）

定員適正化計画
による数値目標
（１７年４月）

１６年

（４年目）

１５年

（３年目）
区　分

１０２人 ９４人　９４人職 員 数一 般 行 政 ――▲４人対前年度増減
 １６人 １３人　１３人職 員 数特 別 行 政 ――▲１人対前年度増減
 １６人 １８人　１８人職 員 数公営企業等 ―――対前年度増減
１３４人１２５人 １２５人職 員 数合　 計 ――▲５人対前年度増減

（注）定員適正化計画とは、各部門において業務内容等を勘案し、職員配
置、定数の適正化を推進するための職員数の指標を示したもので
す。近年の厳しい社会経済情勢の中で、事務事業の見直しや効率
化を進め、「最小の職員数で最大の効果をあげること」を目指し、平
成１３年から平成１７年までの５年間で定員の適正化を図る計画をし
ています。
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 あなたのおばあちゃんは大丈夫？ 
　「オレオレ詐欺」被害者の、約半数が５０歳代から
７０歳代の女性です。「オレオレ詐欺」という言葉は
浸透してきましたが、最近の手口では親族が「オ
レオレ」と言う例は少なく（登場しても泣き声だ
け）、警察官や弁護士と称して交通事故の示談金
を要求されたりするため、被害者には「オレオレ
詐欺は知っていたけれど、自分がだまされるとは
思わなかった」という人が多いようです。

 今年（１月～８月）はこんなに増えています（京都府内） 
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�すでに認知件数が約３.６倍（１０３件増加）
�被害額は約４.４倍（約１億１０００万円増加）
�１件あたりの被害額は…約１６２万円（昨年は約
１１０万円）
�８月では約２２０万円（今年最高の被害額）

 最近の手口は？ 
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警察官（ニセ） 「○○さんのお宅ですか」（○○は被害者の名字）
○○ 「はい」
警察官（ニセ） 「息子の××さんが事故を起こしました。相手は事を大きくしたくない

と言っているので示談にしてはどうでしょう」（××は被害者の息子の名
前）

息子（ニセ） 「お母さん、大変なことをしてしまった」

→○○さんはこの息子（ニセ）の言葉を信用し、教えられた事故相手の携帯電話に電話
をし、「修理代に△△万円いる」と言われ、指定口座に振り込んでしまいました。

 被害にあわないために「オレオレ詐欺」の手口を知る 
���������	
������
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夫・警察官・弁護士・保険会社関係者（親族が登場
しない場合もある）
��������	
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�警察官が交通事故の示談金を要求することはあり
ません。
�もし弁護士から電話がかかってきたとしても、交
渉もせず今すぐ示談金を払わなければ示談が成立
しないということはありません。
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宇
治
税
務
署
で
は
、
年
末
調
整

関
係
及
び
法
定
調
書
用
紙
関
係
に

つ
い
て
、
各
企
業
に
お
け
る
機
械

化
の
進
展
や
行
政
事
務
の
合
理
化

の
必
要
性
等
に
よ
り
、
封
入
枚
数

を
一
律
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。

　

枚
数
に
不
足
の
あ
る
方
に
つ
き

ま
し
て
は
、
お
手
数
で
す
が
必
要

枚
数
を
コ
ピ
ー
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
用
紙
の
交
付

を
ご
希
望
さ
れ
る
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
税
務
署
の
源
泉
担
当
、
資

料
担
当
の
窓
口
ま
た
は
市
町
村
の

税
務
課
担
当
の
窓
口
で
交
付
す
る

ほ
か
、
年
末
調
整
説
明
会
の
会
場

な
ど
に
お
い
て
も
、
お
渡
し
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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�
�
�
�
�
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�
�
�
�
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平
成　

年
度
の
税
制
改
正
に
よ

１５

り
、
消
費
税
の
事
業
者
免
税
点
が

３
０
０
０
万
円
か
ら
１
０
０
０
万

円
へ
、
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
上

限
が
２
億
円
か
ら
５
０
０
０
万
円

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

基
準
期
間
（
平
成　

年
分
）
の

１５

課
税
売
上
高
が
１
０
０
０
万
円
を

超
え
た
個
人
事
業
者
で
新
た
に
課

税
事
業
者
と
な
る
場
合
に
は
、
届

出
書
の
提
出
等
必
要
と
な
る
手
続

が
あ
り
ま
す
。
消
費
税
課
税
事
業

者
届
出
書
の
提
出
が
ま
だ
お
済
み

で
な
い
方
は
、
お
早
め
に
税
務
署

へ
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
宇
治
税
務

署
（
℡　

―
４
１
４
１
）
又
は
役

４４

場
税
務
課
（
℡　

―
２
０
０
１
）

８２

ま
で
。
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●年末調整説明会の日程

※各会場とも駐車スペースに限りがありますので、お車でのご来場はご遠慮ください
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●青色申告決算説明会の日程

　

タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
は
、
身
近

な
税
金
に
つ
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

が
お
答
え
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
電
話
音
声
案
内
・

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

▼
利
用
方
法

�
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

http://w
w
w
.taxansw

er.nta.
go.jp

�
電
話
音
声
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

①
コ
ー
ド
表
で
コ
ー
ド
番
号
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い

　
（
例
）
１
１
８
０　

扶
養
控
除

※
コ
ー
ド
表
は
、
税
務
署
や
市
町

村
の
窓
口
の
ほ
か
、
フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
サ
ー
ビ
ス
（
コ
ー
ド
表
番

号
０
０
１
０
）
で
も
入
手
で
き

ま
す

②
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
の
電
話
番

号
（
０
７
５
―
４
４
１
―
６
６

７
７
）
へ

③
音
声
の
案
内
に
し
た
が
っ
て
電

話
音
声
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
案
内
を
選
択
し
、
コ
ー
ド
番

号
を
押
し
て
く
だ
さ
い

税のご相談は、税のご相談は、

『『タックスアンサータックスアンサー』』へへ



��������������

平成１５年度情報公開制度の　　　
　　　　　　運用状況について

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

生
活
習
慣
病
予
防
教
室

日
時
／
平
成　

年　

月　

日（
火
） 

１６

１１

１６

　
　
　

午
前　

時
〜　

時

１０

１２

テ
ー
マ：

生
活
習
慣
病
（
高
脂
血

症
・
高
血
圧
・
肥
満
）
予
防
、
改

善
の
た
め
の
食
事

講
師
／
栄
養
士　

森
岡
紀
江
氏　

※
試
食
を
ご
用
意
し
ま
す
。

日
時
／
平
成　

年　

月　

日（
金
）

１６

１１

１９

　
　
　

午
前　

時
〜　

時

１０

１２

テ
ー
マ：

糖
尿
病
予
防
の
た
め
の

食
事

講
師
／
栄
養
士　

森
岡
紀
江
氏

※
試
食
を
ご
用
意
し
ま
す
。

＊
い
ず
れ
も
場
所
は
保
健
セ
ン
タ

ー
、
費
用
は
無
料
、
お
申
込
み
は

保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡　

―
３
３
８

８２

５
）
ま
で

＊
教
室
は
い
ず
れ
か
１
回
の
参
加

で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

基
本
健
康
診
査
後
の 

訪
問
指
導
と
健
康
教
室
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　

今
年
も
７
〜
９
月
に
か
け
て

『
基
本
健
康
診
査
』
を
実
施
し
、　
４０

歳
以
上
の
９
３
７
人
の
方
が
受
診

さ
れ
ま
し
た
。

　

健
診
の
結
果
、
生
活
習
慣
病
で

あ
る
高
脂
血
症
、
高
血
圧
、
糖
尿

病
な
ど
の
指
摘
を
受
け
ら
れ
た

方
、
ま
た
毎
年
受
け
て
い
て
も
結

果
の
見
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う

方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
病

気
の
予
防
と
生
活
改
善
に
訪
問
指

導
や
健
康
教
室
を
お
役
立
て
く
だ

さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
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看
護
師
が
ご
自
宅
に
訪
問
し
、

健
診
結
果
の
説
明
や
健
康
に
関
す

る
ア
ド
バ
イ
ス
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
看
護
師
の
訪
問
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
希

望
さ
れ
な
く
て
も
必
要
と
思
わ
れ

る
方
に
は
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く

日
曜
・
祝
日
の
応
急
診
療

��������
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�
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���������	
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国
民
健
康
保
険
か
ら
の 

お
知
ら
せ

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

国
民
健
康
保
険
の
運
営
は
、
み

な
さ
ま
の
納
め
て
い
た
だ
く
国
民

健
康
保
険
税
な
ど
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
も
の
で
す
。
特
別
な
事
情
が

な
い
の
に
保
険
税
を
滞
納
し
た
場

合
、「
資
格
証
明
書
の
交
付
」
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

資
格
証
明
書
と
は
、
正
式
に
は

『
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
資
格

証
明
書
』
と
い
い
、
保
険
者
（
市

区
町
村
）
が
保
険
税
を
滞
納
さ
れ

て
い
る
方
に
対
し
て
保
険
証
を
返

還
し
て
も
ら
い
、
そ
の
代
わ
り
に

交
付
す
る
も
の
で
、
国
保
被
保
険

者
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類
で

す
。

　

こ
の
証
明
書
で
は
、
保
険
証
の

よ
う
に
医
療
機
関
で
保
険
給
付
は

受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
か
か
っ

た
医
療
費
は
い
っ
た
ん
全
額
自
己

負
担
と
な
り
、
あ
と
で
国
保
の
窓

口
に
一
部
負
担
金
を
除
い
た
額
を

支
給
申
請
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
保
険
証
は
、
滞
納
し
て

い
る
保
険
税
を
完
納
し
た
場
合
な

ど
に
再
交
付
さ
れ
ま
す
。

※
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
滞
納

の
ま
ま
に
し
な
い
で
、
早
め
に
衛

生
課
国
保
担
当
窓
口
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
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井
手
町
で
は
、
国
保
の
被
保
険

者
の
方
を
対
象
に
、
半
日
人
間
ド

ッ
ク
の
受
診
助
成
制
度
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
に
よ
り
住

民
の
方
々
の
疾
病
予
防
、
病
気
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
役
立
て

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
行

い
ま
す
。

　
　

月
末
現
在
、
予
定
し
て
い
た

１０
定
員
に
は
達
し
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
３
月
末
日
ま
で

１７

�
�
��
���

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切
り
と
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。
ま
た
、
受
診

後
、
看
護
師
が
訪
問
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

�
�
�
�
�

　

保
険
証
、
印
か
ん
を
ご
持
参
の

上
、
役
場
衛
生
課
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

表
１
参
照

�
�
�
�

①
国
保
の
被
保
険
者
で
満　

歳
以

４０

上
の
方

②
保
険
税
を
納
期
限
ま
で
に
完
納

し
て
い
る
方

③
当
該
年
度
に
お
い
て
、
人
間
ド

ッ
ク
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い

方
④
井
手
町
の

国
保
に
加

入
し
て
１

年
以
上
経

過
し
て
い

る
方

＊
お
問
い
合

わ
せ
は
、
役

場
衛
生
課

（
℡　

―
２

８２

０
０
１
）
ま

で
。

　町では、住民の積極的な参加による開かれ
た町政を推進するため、平成１５年４月１日よ
り情報公開制度を実施しています。
　平成１５年度における運用状況について、下
記のとおり取りまとめましたのでお知らせし
ます。
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月
３
日
は
、
町
民
運
動
会
が
開
催
さ
れ

１０
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
私
は
ア
メ
リ
カ
の

法
律
学
校
の
入
学
試
験
を
受
け
て
い
ま
し

た
。
町
民
運
動
会
は
私
に
と
っ
て
、
み
な
さ

ん
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
数
少
な
い
機

会
な
の
で
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
が
参
加

で
き
ず
残
念
で
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
の
新
学
期
は
毎
年
９
月
か
ら
始

ま
り
、
１
年
前
の
今
の
時
期
に
テ
ス
ト
を
受

け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
受
験
し
ま
し

た
。
最
近
は
日
本
に
い
て
も
ア
メ
リ
カ
の
学

校
の
受
験
の
申
請
が
行
な
う
こ
と
が
で
き
、

ア
メ
リ
カ
に
戻
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
助

か
り
ま
し
た
。
大
学
で
は
哲
学
を
勉
強
し
て

い
た
の
で
、
哲
学
に
関
す
る
仕
事
が
し
た
い

の
で
す
が
、
哲
学
に
関
す
る
仕
事
は
も
と
も

と
少
な
い
の
で
生
活
す
る
こ
と
は
難
し
い
と

考
え
た
の
で
法
律
学
校
に
入
学
し
よ
う
と
思

い
ま
し
た
。

　

今
回
試
験
ま
で
の
期
間
が
短
く
と
て
も
難

し
い
テ
ス
ト
な
の
で
、
８
月
か
ら　

月
ま
で

１０

仕
事
が
終
わ
る
と
帰
っ
て
勉
強
と
い
う
厳
し

い
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
中
途
半
端
に
勉
強

し
て
後
悔
す
る
よ
り
は
、
思
い
っ
き
り
勉
強

し
て
落
ち
た
ら
し
ょ
う
が
な
い
な
と
思
う
ほ

う
が
気
持
ち
も
い
い
と
考
え
、
ま
し
て
や
自

分
で
決
め
た
進
路
な
の
で
が
ん
ば
り
ま
し

た
。
学
生
の
と
き
は
自
分
の
勉
強
だ
け
に
集

中
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
英
語

指
導
助
手
と
し
て
英
語
を
教
え
て
お
り
自
分

の
勉
強
を
優
先
し
て
生
徒
た
ち
の
授
業
を
お

ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
仕
事

と
試
験
勉
強
の
両
立
が
大
変
で
し
た
。
試
験

の
結
果
は
ま
だ
わ
か
り
ま
せ
ん
が
良
い
結
果

に
な
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

９
月
、　

月
は
大
変
忙
し
い
月
で
し
た
が

１０

楽
し
い
出
来
事
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
泉
ヶ
丘
中
学
校
の
体
育
祭
で

し
た
。
私
は
生
徒
達
が
一
生
懸
命
競
技
に
と

り
組
む
姿
を
見
て
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
ポ
ー
ツ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
思
い
お
こ
し
ま
し
た
。

競
技
の
多
く
は
異
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
純

粋
に
勝
ち
負
け
を
競
う
の
で
は
な
く
、
み
ん

な
で
和
気
あ
い
あ
い
と
楽
し
む
様
子
は
似
て

い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
季
節
は
ま
た
か
わ
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
が
、
私
は
秋
の
涼
し
く
過
ご
し
や
す
い

気
候
は
大
好
き
で
す
。
し
か
し
今
年
は
暑

く
、
湿
度
の
高
い
日
が
去
年
と
較
べ
長
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
も
う
す
ぐ　

月
が
終
わ
ろ

１０

う
と
し
て
い
る
こ
と
が
私
に
は
信
じ
ら
れ
ま

せ
ん
。
よ
う
や
く
夏
が
終
わ
っ
た
感
じ
が
す

る
か
ら
で
す
。
よ
う
や
く
過
ご
し
や
す
い
気

候
に
な
り
ま
し
た
の
で
み
な
さ
ん
も
芸
術
の

秋
、
運
動
の
秋
、
食
欲
の
秋
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　井手町では、すべての人が光り輝く社会をめざして、身近に人権について考え共に学習を深め合おうと、い
づみ人権交流センターを会場に、人権講座「きらめき」を開催しました。１０月１８日と１９日の両日にわたって、「部
落史がかわった」をテーマに、講師に関西大学の上杉聰さんを招き２日で約７０名の参加がありました。
　講演では、部落は江戸時代の初め頃に政策的につくられたとされていましたが、実はもっと前の１２７０年頃の
文書の中に部落が存在することを示す資料があり、「江戸時代に突然につくられた」とすることが間違っている
ことや、部落は「社会の最底辺」に置かれていたのではなく、「社会外」に位置付けられていたことなどを、詳
しい資料に基づいて紹介されました。
　また、江戸時代の部落は一般地域から隔離されていたことや、差別制度が確立してからは、差別をしないと

��������	
���

���������	
���

罰せられることなど、文献をもとに詳しく説明をされ、参加
者は当時の社会状況が良くわかりました。
　講演の最後に、部落問題は依然として続いているが、多く
の人々による解放運動の取組みや努力によって、以前と比べ
ると解消に向いている。しかし、今後の取組みによって、差
別の解消が遅くも早くもなる。そういった意味でこれからが
大切な時期になってくるだろうと述べられました。
　今後もこのような人権に対する様々な講演などを行い、一
日も早く差別が解消されるように努めなければならないと感
じました。
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講
師
／
大
阪
市
新
大
阪
人
権
協
会　

川
口
泰
司
さ

ん「
た
い
け
ん
発
見
ほ
っ
と
け
ん
」〜
差
別
っ
て
い
っ

た
い
な
に
や
ね
ん　

〜
!?

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
（
℡　

―
３
３
８
０
）
ま
で

８２

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

日
時
／　

月　

日
（
金
）・　

月　

日
（
金
）

１１

１９

１２

１０

　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
７
時
半
〜
９
時

場
所
／
山
吹
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

�
申
込
は
不
要
で
す

�
雨
天
曇
天
の
場
合
は
中
止
し
ま
す

�
夜
間
の
開
催
に
な
り
ま
す
の
で
、
お
子
様
だ
け

で
の
参
加
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
教
育
課
（
℡　

―
５

８２

７
０
０
）
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

《
押
し
花
シ
ー
ル
を
使
っ
て
箸
袋
づ
く
り
》

日
時
／　

月　

日
（
水
）
午
後
１
時
半
〜

１１

１７

場
所
／
賀
泉
苑

対
象
／　

歳
以
上
の
方
お
よ
び
障
害
の
あ
る
方

６０

費
用
／
２
０
０
円

＊
毎
月　

日
発
行
の
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
ン
ク
だ

１０

よ
り
」
で
、
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
の
詳
し
い
内
容
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

健

康

�
�
�
�
�
�
�
�

日
時
／　

月　

日
（
木
）・　

月
９
日
（
木
）

１１

１８

１２

　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
〜
３
時
半

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
／　

歳
以
上

４０

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡　

―
８２

３
３
８
５
）
ま
で

�
�
�
�
��
�
�
	


�
�
�
�

西
部
公
園
駐
輪
場
に
屋
根
設
置

　

西
部
公
園
駐
輪
場
の
屋
根
設
置
工
事
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
完
成
し
ま
し
た
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
み
ん
な
の
駐
輪
場
で
す
の
で
、
大
事
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

講
座
・
教
室

�
�
�
�
�
�
�

日
時
／　

月　

日
（
火
）・　

月　

日
（
火
）

１１

２３

１２

１４

　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
７
時
〜
９
時

場
所
／
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

日
時
／　

月　

日
（
土
）・
午
後
１
時
半
〜
３
時

１２

１１

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
体
育
館

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
い
づ
み
児
童
館
（
℡　

―
８２

４
１
１
２
）
ま
で
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



《
大
正
琴
》

日
時
／　

月　

日
（
金
）
午
前　

時
〜

１１

２６

１０

持
ち
物
／
大
正
琴
・
楽
譜

《
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
》

日
時
／　

月　

日
（
木
）
午
前　

時
〜

１１

１８

１０

持
ち
物
／
筆
・
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
用
絵
の
具
・
材
料

《
太
極
拳
（
入
門
・
初
級
）》

日
時
／　

月　

日
（
金
）・　

日
（
金
）

１１

１９

２６

　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
〜

持
ち
物
／
運
動
で
き
る
服
装
・
上
履
き

《
カ
ラ
オ
ケ
》

日
時
／　

月　

日
（
月
）
午
後
１
時
半
〜

１１

２２

＊
場
所
／
い
ず
れ
も
、
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ

ー
研
修
棟

＊
各
教
室
の
材
料
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



日
時
／　

月　

日
（
木
）
午
後
１
時
半

１１

２５

場
所
／
い
づ
み
人
権
交
流
セ
ン
タ
ー
研
修
棟

み
特
例
と
し
て
、
親
権
者
・
後
見
人
名
義
の
カ
ー

ド
も
対
象
と
な
り
ま
す
。）

�
登
録
を
希
望
さ
れ
る
自
動
車
に
取
り
付
け
ら
れ

た
車
載
器
の
「
Ｅ
Ｔ
Ｃ
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
申
込
書
・

証
明
書
」

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
課
（
℡ 　

―
２
０
０

８２

１
）
ま
で

「
障
害
者
週
間
」啓
発
事
業 

記
念
式
典
・
講
演
会
開
催

日
時
／　

月
７
日
（
火
）
午
後
１
時
半
〜
４
時

１２

場
所
／
京
田
辺
市
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

内
容
／
記
念
式
典
・
講
演
会
・
各
市
町
作
業
所
の

製
品
展
示
、
活
動
の
紹
介

講
演
／
石
井
め
ぐ
み
さ
ん
（
女
優
）

　
　
　
「
や
さ
し
い
街　

や
さ
し
い
人
」

在
日
外
国
人
無
年
金
者 

緊
急
支
援
事
業
の
お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
制
度
改
正
時
に
制
度
の
対
象
外
と
な

っ
た
在
日
外
国
人
無
年
金
者
に
対
し
て
、
京
都
府

に
お
い
て
、
国
が
措
置
す
る
ま
で
の
間
の
緊
急
支

援
と
し
て
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。（
但
し
所
得

制
限
等
が
あ
り
ま
す
）

　

該
当
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、　

月
末
ま

１１

で
に
役
場
住
民
課
（
℡　

‐
２
０
０
１
）
ま
で
お

８２

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

▽
昭
和　

年
４
月
１
日
時
点
で　

歳
以
上
の
方

６１

６０

（
大
正　

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）月
額

１５

５，

０
０
０
円

▽
た
だ
し
、
障
害
者
は
、
昭
和　

年
１
月
１
日
時

５７

点
で　

歳
以
上
の
方
（
既
に
障
害
の
あ
る
方
）（
昭

２０

和　

年
１
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
月
額
１

３７
８，

０
０
０
円

有
料
道
路
身
体
障
害
者
等
割
引
制
度 

改
正
に
伴
う
手
続
き
の
お
知
ら
せ

　

平
成　

年
６
月
１
日
か
ら
従
来
の
「
割
引
証
」

１６

が
ご
利
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

割
引
証
に
代
わ
る
新
た
な
割
引
登
録
手
続
を
お

済
で
な
い
方
は
、
手
続
を
福
祉
課
で
お
願
い
し
ま

す
。

○
申
請
時
に
必
要
な
も
の

▼
手
帳
で
の
割
引
の
場
合

①
手
帳

②
登
録
を
希
望
さ
れ
る
自
動
車
の
自
動
車
検
査
証

（
車
検
証
）

③
運
転
免
許
証
（
障
害
者
本
人
が
運
転
さ
れ
る
場

合
）

④
本
人
が
来
ら
れ
な
い
場
合
は
委
任
状
等
代
理
人

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類

▼
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
で
の
割
引
ま
た
は
手
帳
で
の
割
引

の
場
合

①
〜
④
は
手
帳
で
の
割
引
と
同
じ
で
す

�
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
（
障
害
者
本
人
名
義
の
も
の
に

限
り
ま
す
。
た
だ
し
、
未
成
年
の
重
度
障
害
の
方

で
ご
本
人
が
運
転
し
て
の
割
引
を
受
け
な
い
方
の



　　　　����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�

��

　

こ
の
ほ
ど
、
相
楽
西
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務
所
（
前

田
二
一
六
代
表
）
か
ら
「
教
育
振
興
費
に
」
と
３

万
円
の
寄
付
が
あ
り
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
こ
の
善
意
の
寄
付
金
を
、
社
会
教
育

事
業
の
備
品
購
入
に
役
立
た
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
ま
し
た
。

暮
ら
し
の
資
金
貸
付 

申
し
込
み
受
付

日
時
／　

月　

日
（
水
）・　

日
（
木
）

１２

１５

１６

　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

受
付
／
役
場
福
祉
課

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
福
祉
課
（
℡　

‐
２
０
０

８２

１
）
ま
で

＊
持
ち
物
／
健
康
手
帳

�
�
�
�
�
���
	



《
育
児
相
談
・
あ
そ
び
の
広
場
》

日
時
／　

月　

日
（
水
）・　

月
８
日
（
水
）

１１

１７

１２

　
　
　

い
ず
れ
も
午
前
９
時
半
〜　

時
半

１０

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

《
離
乳
教
室
》

日
時
／　

月
２
日
（
木
）
午
後
１
時
半
〜
３
時
半

１２

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡　

―
８２

３
３
８
５
）
ま
で

「
教
育
振
興
費
に
」と
寄
付
が 

あ
り
ま
し
た

日
時
／　

月　

日
（
木
）

１２

１６

�
生
後
３
ヶ
月
〜
４
歳
ま
で
で
す
が
出
来
る
だ
け

早
い
時
期
に
受
け
て
下
さ
い

＊
受
付
／
い
ず
れ
も
午
後
２
時
〜
２
時　

分
４５

＊
場
所
／
い
ず
れ
も
保
健
セ
ン
タ
ー

＊
母
子
手
帳
と
予
診
票
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ

い＊
「
予
防
接
種
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
は
毎
回
必
ず
読

ん
で
く
だ
さ
い

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
（
℡　

―
８２

３
３
８
５
）
ま
で

各
種
相
談

�
�
�
�
���
�
	


�
�
�

日
時
／　

月　

日
（
月
）・　

日
（
月
）

１１

１５

２２

　
　
　
　

月
６
日
（
月
）

１２

　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
〜
４
時

場
所
／
玉
泉
苑

日
時
／　

月　

日
（
月
）
午
後
１
時
〜
４
時

１２

１３

場
所
／
賀
泉
苑

�
�
�
�
�
�
�
�

日
時
／　

月　

日
（
月
）
午
後
２
時
〜
４
時

１１

２２

場
所
／
玉
泉
苑

＊
行
政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
は
、
毎
週
月
曜
日

（
月
４
回　

第
１
・
３
・
４
は
、
玉
泉
苑
、
第
２
は

賀
泉
苑
）
に
開
設
し
て
い
ま
す
。（
第
５
月
曜
日
と

祝
祭
日
に
あ
た
る
月
曜
日
は
開
設
し
ま
せ
ん
）

＊
相
談
は
予
約
制
と
し
ま
す

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
（
℡　
８２

―
３
４
９
９
）
ま
で
。

�
�
�
�
�
�

日
時
／　

月　

日
（
月
）・　

日
（
金
）

１１

１５

２６

　
　
　
　

月　

日
（
月
）

１２

２０

　
　
　

い
ず
れ
も
午
後
１
時
半
〜
３
時

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

日
時
／　

月　

日
（
月
）

１１

２２

　
　
　

午
前　

時
〜
正
午
・
午
後
１
時
〜
３
時

１０

場
所
／
保
健
セ
ン
タ
ー

費
用
／
無
料

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
、
綴
喜
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

（
℡　

―
０
１
７
７
）
ま
で

６２

子

育

て

�
�
�
�
�
�
�
�
	

《
乳
児
健
診
》

日
時
／　

月
７
日
（
火
）

１２

　
　
　

受
付：

午
後
１
時
〜
１
時
半

対
象
／
３
ヶ
月
〜
５
ヶ
月
児
（
Ｈ　

・
７
・
５
か

１６

ら
Ｈ　

・
９
・
７
生
ま
れ
）

１６

《
２
歳
半
歯
科
健
診
》

日
時
／　

月
１
日
（
水
）

１２

　
　
　

受
付：

午
後
１
時
〜
１
時
半

対
象
／
２
歳
５
ヶ
月
〜
２
歳
８
ヶ
月
児
（
Ｈ　

・
１４

４
・
１
か
ら
Ｈ　

・
８
・　

生
ま
れ
）

１４

３１

《
３
歳
児
健
診
》

日
時
／　

月
３
日
（
金
）

１２

　
　
　

受
付：

午
後
１
時
〜
１
時
半

対
象
／
３
歳
５
ヶ
月
〜
３
歳
８
ヶ
月
児
（
Ｈ　

・
１３

４
・
４
か
ら
Ｈ　

・
７
・
３
生
ま
れ
）

１３

�
�
�
�
���
�
�
�
	

《
三
種
混
合（
ジ
フ
テ
リ
ア
・
百
日
ぜ
き
・
破
傷
風
）》

日
時
／　

月
６
日
（
月
）

１２

�
第
一
期
初
回
は
生
後
６
ヶ
月
か
ら
６
歳
ま
で
に

３
回
接
種
、
出
来
る
だ
け
４
歳
ま
で
に
完
了
し
て

く
だ
さ
い

�
第
一
期
追
加
は
、
初
回
３
回
接
種
完
了
後
、
１

年
〜
１
年
６
ヶ
月
の
間
に
１
回
接
種

《
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
》

日
時
／　

月　

日
（
火
）

１２

１４

《
Ｂ
Ｃ
Ｇ
》

　台風２３号による災害で、京都府北部の
市町では多くの人が犠牲となり、多大な
被害に遭われました。一日も早く被災地
が復興されることを心から願うとともに、
被災された皆さんへの義援金の募集を行
っています。
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願
いします。
��������	
�������

▽義援金箱設置場所
町役場庁舎１階／いづみ人権交流センタ
ー／山吹ふれあいセンター／ＪＡ京都や
ましろ井手町支店
▽募集期間　１１月３０日（火）まで
��������	
�

▽募集期間　１１月３０日（火）まで
▽義援金受付窓口
《郵便振替》
�����������	�
��	

�������������	
��

��������

※郵便局窓口での取扱の場合、振替手数
料は免除となります

《銀行振込》
�� � ��������	

��������	�
��
��

�������������	
��

��������

※京都銀行本店、各支店からの振込に限

り、振込み手数料は免除となります
※お問い合わせは、日本赤十字社京都府
支部（℡０７５‐５４１‐９３２６）まで

��������	
����

▽募集期間　１１月３０日（火）まで
▽義援金受付窓口
《郵便振替》
�����������	�
��

��������	
���

��������

※郵便局窓口での取扱の場合、振替手数
料は免除となります

《銀行振込》
�� � ���������	
��

��������	�
��
�


��������	
���

��������

※京都銀行本店、各支店からの振込は振
込み手数料免除となります

�� � ���������	
��

��������	�

�

��������	
���

��������

※ＵＦＪ銀行からの振込の際は「手数料
受取人払の災害義援金」であることを
申し添えてください。（振込み手数料無
料となります）

※お問い合わせは、社会福祉法人京都府
共同募金会（℡０７５‐２５６‐９５００）まで

台風２３号による災害・被害により義援金を募集しています



��������������
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�
�
���

�
�
�
�

「
動
物
記
」 

新
堂
冬
樹

「
エ
レ
キ
源
内
殺
し
か
ら
く
り
」

 

米
村
圭
伍

「
天
使
の
梯
子
」 

村
山
由
佳

「
日
銀
券
」　

上
・
下 

幸
田
真
音

「
真
夜
中
の
独
り
ご
と
」 

瀬
戸
内
寂
聴

「
オ
デ
パ
ン
」 

藤
本
ひ
と
み

「
バ
ベ
ル
の
犬
」 
キ
ャ
ロ
リ
ン
・
パ
ー
ク

�
�
�
�
�
火
曜
日
〜
日
曜
日

�
�
�
�
�
�

　

月
〜
３
月　

午
前　

時
〜
午
後
５
時

１０

１０

��
�
��
�
�
�
�
�

��

��

●　

月　

・　

・　

・　

・　

日

１１

１５

２２

２４

２５

２９

●　

月
６
・　

・　

・　

・　

〜　

日

１２

１３

２０

２４

２７

３１
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�
�
�
�
	



�
図
書
は
１
人　

冊
、
２
週
間

１２

�
雑
誌
は
１
人
５
冊
、
２
週
間

�
視
聴
覚
資
料
は
一
人
３
点
、
１
週
間

�
�
�
�

「
せ
ん
べ
い
ざ
む
ら
い
」 

今
江
祥
智 

「
わ
に
の
ス
ワ
ニ
ー 
な
ぞ
な
ぞ
え
ほ
ん 

ど
ん
な
も
ん
だ
い
！
の
巻
」 

 

中
川
ひ
ろ
た
か

「
こ
ん
に
ち
は
！
へ
ん
て
こ
ラ
イ
オ
ン
」

 

長
新
太

「
わ
た
し
が
幽
霊
だ
っ
た
時
」 

 

ダ
イ
ア
ナ
・
ウ
ィ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ

��
�
��
�
�
�
�
�
	



��

��

《
親
子
で
楽
し
む
紙
し
ば
い
》

�
　

月　

日
（
土
）

１２

１１

午
後
１
時
半
か
ら

《
親
と
子
の
絵
本
の
会
》

�
　

月　

日
（
土
）

１１

２０

�
　

月　

日
（
土
）

１２

１８

い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら

《
人
形
劇
の
会
》

�
　

月　

日
（
金
）

１１

２６

午
前　

時　

分
〜

１０

２０

玉
川
保
育
園

犯人に告ぐ
雫井脩介
犯人よ、今夜は震えて眠れ
ー。連続児童殺人事件。姿
見えぬ犯人に、警察はテレ
ビ局と手を組んだ。史上初
の劇場型捜査が始まる！
『小説推理』連載に加筆、訂
正して単行本化。

ちょこっとリフォームまるごとリフォーム 
予算内で大満足!!大作戦！
主婦と生活社
リフォームで部屋を心地よくす
る「予算４５万円～４００万円までの
目的別・場所別実例集」、思いっ
きりリフォームで設備も暮らし
も新築同然な「予算６００万円から
の思いっきりリフォーム実例集」
等を掲載。『美しい部屋』別冊。

ズッコケ愛のプレゼント計画
那須正幹
たいへんだー！有史以来の大
珍事が起きたよ！いったいハ
チベエちゃんの身に何が…？
ミドリ市花山町にある花山第
２小学校では、１月なかばを
過ぎると早くもバレンタイン
デーについての会話がかわさ
れるようになって…。

かいけつゾロリとまほうのへや
原ゆたか
魔法使いの手下のわなにはま
ったノシシをよみがえらせる
ため、魔法の杖「グルンロッ
ド」を手に入れることを決意し
たゾロリでしたが…？２００３年
刊「かいけつゾロリとなぞの
魔法少女」続編。見返しに前作
のあらすじつき。
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学
生
納
付
特
例
制
度
は
届
出
（
申
請
）
を
し
て
承
認

を
受
け
れ
ば
、
在
学
期
間
中
の
保
険
料
が
後
払
い
で
き
る

し
く
み
で
す
。
対
象
者
は
大
学
（
大
学
院
）、
短
大
、
高
等

専
門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
専
門
学
校
そ
の
他
の
教
育

施
設
の
一
部
に
在
学
す
る
学
生
等
で
あ
っ
て
、
学
生
本
人

の
前
年
の
所
得
が　

万
円
以
下
で
あ
る
方
と
な
っ
て
い
ま

６８

す
。

　

ま
た
、
こ
の
制
度
は
申
請
の
あ
っ
た
月
の
前
月
か
ら
承

認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

学
生
納
付
特
例
の
届
出
を
し
、
承
認
を
受
け
る
と
、
在

学
中
に
事
故
や
病
気
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
は
障
害
の
程

度
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
が
、
ま
た
、
万
が
一
の
こ
と
が

あ
っ
た
と
き
は
、
残
さ
れ
た
子
の
あ
る
妻
ま
た
は
子
に
遺

族
基
礎
年
金
が
保
証
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
特
例
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
要
件
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。　

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
追
納
す
る

１０

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

あ
な
た
の
娘
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
大
学
生
で
収
入
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
、
こ
の
制
度
の
対
象
者
と
な
り

ま
す
。
申
請
を
さ
れ
る
場
合
は
、
早
め
に
役
場
住
民
課
の

窓
口
で
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
承
認
さ
れ
る
前
の
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め
な

け
れ
ば
未
納
期
間
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
卒
業
後
は
、
将
来
、
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
る
た
め
に
も
、
保
険
料
を
追
納
さ
れ
る
こ
と
を
お

勧
め
し
ま
す
。
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※ごみ収集に関するお問い合わせは、役場衛生課（TEL８２-２００１）まで。

※し尿に関するお問い合わせは、城南衛生管理組合（TEL０７５-６３１-５１７１）まで。
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 発泡食品トレー・発泡スチロール 
�����発泡トレー等の日
�トレーは色付き、柄付のものでもかまいません。
�保冷ケース（異物は除く）こん包用スチールも収集いたします。
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お風呂はお湯が
冷めないうちに
連続して入浴し
ましょう。

▼給湯温度を低くしましょう

家庭・オフィスでできる　省エネ

▼お風呂を効率的に 
使用しましょう

給湯温度を高め
に設定していま
せんか？食器洗
いに使用するお
湯の温度を５℃
低くしましょう。
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 http://www.town.ide.kyoto.jp/ 
E-mail�idekika@silver.ocn.ne.jp
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電話番号名　　称

0774－82－2001
2160
2237
2468
3290

井手町役場

0774－82－4333
0774－82－5700

教育委員会（学校教育課）
山吹ふれあいセンター（図書館・社会教育課）

0774－82－3380
4112

いづみ人権交流センター
いづみ児童館

0774－82－3385保健センター
0774－82－2070泉ヶ丘中学校
0774－82－2119井手小学校
0774－82－4412井手小学校有王分校
0774－82－2112多賀小学校
0774－82－2153玉川保育園
0774－82－2225多賀保育園
0774－82－4160いづみ保育園
0774－82－4651環境衛生センター
0774－82－3617学校給食センター
0774－82－3838井手町まちづくりセンター椿坂
0774－99－4318町立デイサービスセンター
0774－82－3499老人福祉センター「玉泉苑」
0774－82－5059老人福祉センター「賀泉苑」
0774－82－3000京田辺市消防署　井手分署
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����：カエデ科
����：タカオモミジ・イロハカ

エデ
����：本州（福島県・福井県以

南）・四国・九州
����：４～５月

　低山地などに生える落葉高木で、高さ１５メートルほど
になります。花が咲いた後、夏から初秋にかけて、カエ
デ類に特有なプロペラ状の翼の付いた果実を熟させま
す。秋に紅葉を楽しむ風習は古くからあり、和歌や絵画

の題材になるなど、
人々に親しまれてきま
した。
　井手町では、上井手
の地蔵院や多賀地区の
高神社に植えられてい
ます。紅葉の季節はた
いへんきれいです。

～井手町自然～井手町自然
ガイドブックから～ガイドブックから～

� � � � � � �

���������


